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説 明 書 ［教 育 ローン（当 座 貸 越 ・証 書 貸 付 併 用 型 ）］    

２０２４年４月１日現在 

項   目 内          容 

１．ご利用いた

だける方 
年   齢 

・お借入時に年齢が満１８歳以上満７５歳以下の方 
（完済時年齢満８１歳未満の方） 

年   収 
・安定継続した収入がある方。 
※年金受給者の方、またはパート・アルバイトの方も対象となります。 

そ の 他 

・当行の指定する保証会社の保証が得られる方。 

・団体信用生命保険に加入できる方。 

・当行営業エリア内及び東京都内に勤務先または自宅がある方。 

・原則として、ご融資時にご融資金を当行から学校などのお支払先にお振込み 

いただける方 

・お借換の場合は、現在支払中の教育ローンの返済に延滞のない方 

２．お使いみち ・入学金、授業料など学校に納付を要する学費  ・教科書代 

・下宿代（入居時費用などの一時金。）        ・海外研修、留学に関する費用等 

・当行以外の教育資金に関する借換資金、もしくは当行既存教育ローン借換資金＋追加融資の 

一本化。ただし、同一子弟の教育ローンに限る。 

・納付済の教育資金（申込時点で、納付後２ヵ月以内のものに限ります。） 

３．ご融資金額 ・1０万円以上１，０００万円以下（１０万円単位。ただし融資単位は１万円単位です。） 

４．ご融資期間 
 
・当座貸越期間  最長６年６ヵ月以内かつ就学期間内 

            ただし次の場合は条件変更を行うことにより最長８年までの延長が可能です。 

            （１）子弟が大学院に進学する場合 

            （２）第２子以降の新入学が重複する場合 

・証書貸付期間  ６ヵ月以上１０年以下 

※お借換の場合は、残存返済期間内となります。 
 

５．ご融資利率 変動金利（保証料込み） 

・当行の「短期プライムレ－ト」（以下「短プラ」といいます。）を基準として、金利を決定します。 

・ご融資期間中の利率は、「短プラ」を基準として、「短プラ」の変動に伴い、その変動幅と同じだけ

引き下げまたは引き上げられます。 

・ご融資利率変更の効力は、「短プラ」が変動した日以降最初に到来する利息支払日の翌日（以下

「変更日」といいます。）から生じます。 

・ご融資利率の変更があったときは、返済回数を変更することなく「変更日」以降の毎回の元利金

返済額を変更します。 

６ ．金利差引 

内   容 

 

・ご融資期間中、以下のお取引内容により、最大年１．２５％金利を差引きいたします。 

※武蔵野銀行アプリにむさしのＩＤ連携していることが条件となります。 

差引条件の項目 金利差引幅 

① 住宅ローン 年△1.0％ 

①＋③または②＋③で 

最大年△1.25％ 

（①と②の併用不可） 

② 

給与振込 ※１または年金振込 1 項目：年△0.5％ 

2 項目上限で 

最大年△1.0％ 

他行教育ローンのお借換資金 

20 才未満のお子様が 3 人以上の世帯 ※２ 

③ ご融資金額 800 万円以上 年△0.25％ 

※１ 医歯薬学部に係る資金使途に限り、社保・国保の振込（経営会社含む）も給与振込の対象と 

となります。 

※２ 世帯全員記載の住民票をご提示いただき、該当することが確認出来た場合に限ります。 
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項   目 内          容 

７．返済方法 ・当座貸越期間  毎月利息のみ返済 

            毎月の利息とは別に、店頭にて随時お客さま任意の金額をご返済することも    

できます。 

・証書貸付期間  毎月元利均等返済（毎月返済額（元金＋利息）が一定となる返済方法です。） 

ご希望によりボーナス返済をご利用いただけます。 

            （ボ－ナス月にあてる元金は、融資額の５０％以内です。） 

８．保証会社 
ぶぎん保証株式会社または三井住友カード株式会社（以下「保証会社」という。）の 保証をご利用
いただきます。 

９．保 証 人 ・不要です（所得合算者についても不要です） 

10．担  保 ・不要です 

11．団体信用 

  生命保険 

・原則として本契約の締結時に団体信用生命保険に加入していただきます。 

 ※団体信用生命保険に加入する場合は一定の条件があります。 

12．条件変更  

手数料 

・条件変更を行なう場合は、次の手数料が必要となります。（消費税等含みます。） 

・一部繰上返済     ３，３００円（一部繰上返済の都度、金額にかかわらず。） 

※ただし、インターネットバンキング「むさしのダイレクト」をご利用されて一部繰上返 

 済を行う場合は、手数料は無料となります。 

・全額繰上返済     ３，３００円（繰上返済額が１００万円以上の場合のみ。） 

・その他条件変更 1 回につき ３，３００円  

※消費税等改正の場合は変更となります。 

13．損害金 ・元利金のご返済が遅れたときは、遅れた元金に対し、年１４．０％の割合の損害金をお支払い  

いただきます。 

14．返済額の

試算 

・窓口において、「教育ローン」をご利用になられた場合のご返済額及びお借入時に必要となる  

諸費用の概算を試算いたします。 

15．金利情報 ・金利については、窓口にお問い合わせいただくか、インターネット上のホームページをご覧    

ください。 https://www.musashinobank.co.jp 

16．銀行に対

す る ご 意

見ご要望

等 

【当行・お客さまサービス推進室】 

当行では、お客さまサービス推進室が窓口となり、お客さまからのご意見･ご要望等を受付けて 

おります。 

電話 048-641-6111（代） 

受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く。） 受付時間：午前９時～午後５時 

【全国銀行協会相談室】 

全国銀行協会相談室は､銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を

受付けるための窓口として一般社団法人全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会等は

無料です。 

電話 0570-017109 または 03-5252-3772 

受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く。） 受付時間：午前９時～午後５時 

※一般社団法人全国銀行協会は、銀行法および農林中央金融公庫法上の指定紛争解決機関です。 

 

武蔵野銀行では、お客さまにより良い商品・サービスをご提供できるよう「お客さまアンケート」

を実施しております。ぜひ武蔵野銀行に対するご意見やご要望をお聞かせください。 

 

右のＱＲコードをスマートフォンで読み取りますとアンケートページへリンク 

します。アンケートにご協力をお願いいたします。 

ご意見をいただいたお客さまの中から抽選で半期毎（9 月末、3 月末で  

締切）100名の方に 500 円分のクオカードを差し上げます。お客さまの

ご意見をぜひお聞かせください。 

 

https://www.musashinobank.co.jp/

